
リフォーム工事に助成します

内 容
いえかつ糸魚川空き家・空き店舗バンク（以下、いえかつＨＰという）
に登録された物件を購入した人が、いえかつ会員にリフォーム、修
繕工事を発注した場合、工事金額の一部を助成する

助 成 対 象 者 いえかつＨＰを利用して登録物件を購入した人

助成対象工事等 100万円（消費税込み）以上のリフォーム、修繕工事

助 成 金 額

100万円以上300万円（消費税込み、以下同様）未満の工事
➜ 1万円分の糸魚川市内共通商品券

300万円以上600万円以下の工事
➜ 2万円分の糸魚川市内共通商品券

600万円超の工事 ➜ 3万円分の糸魚川市内共通商品券

助成対象期限 対象物件購入後（契約日）、６ヶ月以内に工事発注すること

申 請 方 法
裏面の申請書により、工事発注したいえかつ糸魚川会員企業に提
出してください

注 意
家電製品、家具など製品の取り付けのみの場合は助成の対象とし
ません

《リフォーム奨励助成金》

いえかつ糸魚川ＨＰで空き家を購入された方へ

最大３万円分 市内共通商品券で

詳しくは、（一社）空き家活用ネットワーク糸魚川 事務局または、
いえかつ会員の事業者にお尋ねください。

連絡先 一般社団法人空き家活用ネットワーク糸魚川 （通称 いえかつ糸魚川）
941-8601 糸魚川市寺町2-8-16 糸魚川商工会議所1F

電話 025-556-6411 FAX 025-556-6412 Emaii iekatsu@orange.ocn.ne.jp

いえかつ糸魚川



（一社）空き家活用ネットワーク糸魚川 

リフォーム奨励助成金 交付申請書 

 

（一社）空き家活用ネットワーク糸魚川 理事長  様 

 

下記の通り、（一社）空き家活用ネットワーク糸魚川 リフォーム奨励助成金の交付

を申請します。 

 

令和   年   月   日 

 

申請者（発注者）住所 

 

  同   氏名  

 

申 請 区 分 □新規申請     □変更申請 

リフォーム等対象物件                － 

リフォーム工事等の 

内 容 （ 簡 単 に ） 
 

工 事 等 発 注 額                           円 

発 注 し た 日 令和    年    月    日 

発 注 先 事 業 者  

 

【注意】 

１．申請する際は、見積書または工事請負契約書の写しを添付してください。 

２．工事額に変更があった場合は、再申請により交付額を変更します。 

 

 

※事務局使用欄 

交付決定日 令和   年   月   日 交付決定額       万円（市内共通商品券） 

助成金支払 受領日  令和   年   月   日  受領者                ㊞ 
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